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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　陽極電極、正孔輸送層、発光層、正孔抑制層、電子注入層、及び陰極電極を含む有機電
界発光素子において、前記発光層は、エネルギーを吸収して他の発光高分子にエネルギー
を伝達する事のできるホスト物質と、伝達されるエネルギーを吸収した後三重項状態を利
用して発光する事のできる燐光ドーパントを混合した混合発光膜を含み、
　前記ホスト物質は、
　ポリ（ビニールカルバゾール）と、
　４，４’－Ｎ、Ｎ’－ジカルバゾール－ビフェニル又は２－（４－ビフェニル）－５－
（４－ｔ－ブチル－フェニル）１，３，４－オキザジアゾールとの混合物であり、
　ポリ（ビニールカルバゾール）と４，４’－Ｎ、Ｎ’－ジカルバゾール－ビフェニル又
は２－（４－ビフェニル）－５－（４－ｔ－ブチル－フェニル）１，３，４－オキザジア
ゾールとの質量比率の範囲は０．２５≦ポリ（ビニールカルバゾール）≦０．５，０．５
≦４，４’－Ｎ、Ｎ’－ジカルバゾール－ビフェニル又は２－（４－ビフェニル）－５－
（４－ｔ－ブチル－フェニル）１，３，４－オキザジアゾール≦０．７５であることを特
徴とする有機電界発光素子。
【請求項２】
　前記燐光ドーパントは、Ｉｒ、Ｐｔ、Ｅｕ及びＴｂで構成されている群から選択される
１種の有機金属錯体であり三重項状態で燐光発光が可能な低分子または高分子物質である
請求項１に記載の有機電界発光素子。
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【請求項３】
　前記燐光ドーパントはトリス（２－フェニルピリジン）イリジウム（ＩｒＰＰｙ）であ
る請求項２に記載の有機電界発光素子。
【請求項４】
　前記燐光ドーパントの質量比は、前記混合発光膜全体に対して１０％以下である請求項
２または請求項３のいずれかに記載の有機電界発光素子。
【請求項５】
　前記有機電界発光素子は、ホール阻止層及び電子輸送層をさらに含むものである請求項
１に記載の有機電界発光素子。
【請求項６】
　前記燐光ドーパントは、ＩｒまたはＰｔの有機金属錯体として三重項状態で燐光発光が
可能な低分子または高分子物質である請求項１に記載の有機電界発光素子。
【請求項７】
　前記燐光ドーパントは、トリス（２－フェニルピリジン）イリジウム（ＩｒＰＰｙ）で
ある請求項６に記載の有機電界発光素子。
【請求項８】
　前記燐光ドーパントの質量比は、前記混合発光膜全体に対して１０％以下である請求項
６に記載の有機電界発光素子。
【請求項９】
　前記発光層はパターン均一度が５μｍ以下でパターン化された請求項１に記載の有機電
界発光素子。
【請求項１０】
　ホスト物質；及び
　燐光ドーパントを含む混合物を含んでおり、
　前記混合物は、一定混合比率で混合されていて、有機電界発光素子の発光層を提供し、
　前記ホスト物質は、
　ポリ（ビニールカルバゾール）と、
　４，４’－Ｎ、Ｎ’－ジカルバゾール－ビフェニル又は２－（４－ビフェニル）－５－
（４－ｔ－ブチル－フェニル）１，３，４－オキザジアゾールとの混合物であり、
　ポリ（ビニールカルバゾール）と４，４’－Ｎ、Ｎ’－ジカルバゾール－ビフェニル又
は２－（４－ビフェニル）－５－（４－ｔ－ブチル－フェニル）１，３，４－オキザジア
ゾールとの質量比率の範囲は０．２５≦ポリ（ビニールカルバゾール）≦０．５，０．５
≦４，４’－Ｎ、Ｎ’－ジカルバゾール－ビフェニル又は２－（４－ビフェニル）－５－
（４－ｔ－ブチル－フェニル）１，３，４－オキザジアゾール≦０．７５であることを特
徴とする発光フィルム混合物。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明に属する技術分野】
本発明は高分子有機電界発光素子に係わり、つまり電気場下で光を発する高分子を利用し
た高分子有機電界発光素子でありレーザー転写が可能な燐鉱材料の混合物を発光材料とし
て使用する高分子有機電界発光素子（Ｏｒｇａｎｉｃ　ｐｏｌｙｍｅｒ　ｅｌｅｃｔｒｏ
ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｄｅｖｉｃｅ　ｕｓｉｎｇ　ｐｈｏｓｐｈｒ
ｅｓｅｃｎｃｅ　ｍｉｘｔｕｒｅ　ａｓ　ｅｍｉｔｉｎｇ　ｍａｔｅｒｉａｌ）に関する
ものである。
【０００２】
【従来の技術】
一般的に有機電界発光素子は、陽極及び陰極、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸
送層、電子注入層などのさまざまな層で構成される。有機電界発光素子は、発光メカニズ
ムにより一重項を利用する蛍光素子と三重項を利用する燐光素子に分かれ、使用する材料
により高分子と低分子に分かれるが低分子有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅ
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ｎｅ）デバイスの場合には真空　　蒸着により各層を導入し、高分子有機ＥＬディバイス
の場合にはスピンコーティング工程を利用して発光素子を造ることができる。
【０００３】
最近、燐鉱を利用した有機電界発光素子は蛍光材料に比べ高い効率で大面積が可能な材料
として脚光を浴びている。
【０００４】
低分子有機ＥＬデバイスの場合には真空蒸着により各層を導入して蛍光素子と燐光素子を
造る事ができるが、フルカラー素子を造る場合、マスクを利用して各層を蒸着するため量
産の際、不利な点が有する。これに対する特許には米国特許登録番号第６，３１０，３６
０、第６，３０３，２３８、第６，０９７，１４７号がある。また、国際特許公開番号Ｗ
Ｏ ７０６５５、ＷＯ １３９２３４、ＷＯ１９３６４２、ＷＯ ２１５６４５号が開始さ
れている。
【０００５】
この特許には蒸着による燐光素子の構成と材料に関するものであり、レーザー転写法やイ
ンクジェット方式を利用してパターニングする工程に関するものではない。
【０００６】
高分子素子の場合、蛍光材料を利用したデバイスはたくさん研究されているが燐鉱材料を
利用したデバイスに関する材料としては日本特許出願番号２０００－６８３６３号に開始
されている。
【０００７】
しかし、高分子有機ＥＬデバイスの場合にはスピンコーティング工程を利用して発光素子
を造る事ができ大面積デバイスの製作に有利というメリットがあるが、燐鉱材料を利用し
たデバイスはスピンコーティング工程が制限的であるためその可能性にも関わらずあまり
報告されていない。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は前記で説明したような問題点を解決するため案出されたものであり、本発明の目
的はレーザー転写法によりフルカラー（Ｆｕｌｌ　ｃｏｌｏｒ）高分子有機電界発光素子
を製作する際、高分子発光層のパターニングが可能であり色純度及び発光特性が向上する
ようにする有機電界発光素子を提供することである。
【０００９】
【発明が解決するための手段】
本発明は前記した目的を達成するため、陽極電極、正孔輸送層、発光層、正孔抑制層、電
子注入層、及び陰極電極を含む有機電界発光素子において、前記発光層がエネルギーを吸
収して他の発光高分子にエネルギーを伝達する事のできるホスト物質と伝達されるエネル
ギーを吸収した後、三重項状態を利用して発光する事のできる燐鉱ドーパントの混合発光
膜を含む事を特徴とする有機電界発光素子を提供する。
【００１０】
以下、本発明をさらに詳しく説明する。
【００１１】
本発明で‘光学的に非活性’というのは添加剤が導入されても発光物質が表す可視光領域
（４００～８００nm）での最終発光スペクトルと色座標に影響を及ばさない事を意味する
。
【００１２】
通常レーザーを利用し有機膜を転写パターニングする時のメカニズムは図１からわかるよ
うに、基板Ｓ１に付いていた有機膜Ｓ２がレーザーの作用によりＳ１から離れて基板Ｓ３
へと転写されながらレーザーを受けない部分と分離が起きなければならない。
【００１３】
転写特性を左右する因子は基板Ｓ１とフィルムＳ２との接着力（Ｗ１２）とフィルム同士
の粘着力（Ｗ２２）、そしてフィルムＳ２と基板Ｓ３との接着力（Ｗ２３）の三つである
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。
【００１４】
このような接着力と粘着力を各層の表面張力（Ｙ１、Ｙ２、Ｙ３）と界面張力（Ｙ１２、
Ｙ２３）で表現すると下記式のように表現される。
Ｗ１２＝Ｙ１＋Ｙ２－Ｙ１２
Ｗ２２＝２Ｙ２
Ｗ２３＝Ｙ２＋Ｙ３－Ｙ２３
【００１５】
レーザー転写特性を向上させるためにはフィルム同士の粘着力が基板とフィルム間の接着
力より弱くなければならない。一般的に有機電界発光素子では発光層を構成する発光物質
として高分子フィルムを使用していて、高分子フィルムの場合大体分子量が大きい物質で
あるためフィルムの接着力が強くレーザーを利用してパターニングする場合、転写特性が
よくないこともある。
【００１６】
従って、フィルム同士の粘着力を弱めるか基板との接着力を強めると転写特性を向上させ
ることができる。
【００１７】
本発明では発光層にホスト物質と燐鉱ドーパントを適切な比率で混合した混合膜を使用す
る。前記ホストはマトリックスと低分子電荷輸送体で成り立つ。
【００１８】
また、ホスト物質は光学的に非活性である高分子、電荷輸送能力を持つ高分子及びカルバ
ゾール系の低分子でできている群から選択される１種のマトリックス（ｍａｔｒｉｘ）と
電荷（正孔または電子）輸送能力を持つ低分子輸送体が混合された混合膜を使用する。
【００１９】
従って、前記マトリックスがコーティング性を持ちフィルム形成をするようになり低分子
輸送体がマトリックス内に混合され基板との接着力は大きく落とさないがフィルム同士の
粘着力は相対的に弱くなり転写特性を向上させ、素子の電気的特性を落ちないようにする
。
【００２０】
また、ドーピングされた燐鉱材料は相対的に少量が添加されるため転写特性には大きい影
響を与えず発光特性にだけ影響を与える。
【００２１】
本発明で使用されることのできるホスト物質には、一つの発光物質がエネルギーを受け他
の発光物質（またはドーパント物質という）にエネルギーを伝達する、いわゆる“エネル
ギー伝達現象（ｅｎｅｒｇｙ　ｔｒａｎｓｆｅｒ）”の利用が可能な物質でなければなら
ない。
【００２２】
本発明で使用されることのできるホスト物質を構成するマトリックス（ｍａｔｒｉｘ）に
は、ポリスチレン（ｐｏｌｙｓｔｙｒｅｎｅ）、ポリスチレン-ブタジオン共重合体（ｐ
ｏｌｙ（ｓｔｙｒｅｎｅ－ｂｕｔａｄｉｏｎｅ）ｃｏｐｏｌｙｍｅｒ）、ポリメチルメタ
アクリレート（ｐｏｌｙｍｅｔｈｙｌｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ）、ポリアルファメチル
スチレン（ｐｏｌｙａｌｐｈａｍｅｔｈｙｌｓｔｙｒｅｎｅ）、スチレン-メチルメタア
クリレート共重合体（ｓｔｙｒｅｎｅ－ｍｅｔｈｙｌｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ　ｃｏｐ
ｏｌｙｍｅｒ）、ポリブタジエン（ｐｏｌｙｂｕｔａｄｉｅｎｅ）、ポリカーボネート（
ｐｏｌｙｃａｒｂｏｎａｔｅ）、ポリエチレン-テレフタラート（ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅ
ｎｅｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ）、ポリエステルスルフォネート（ｐｏｌｙｅｓｔｅｒ
ｓｕｌｆｏｎａｔｅ）、ポリスルフォネート（ｐｏｌｙｓｕｌｆｏｎａｔｅ）、ポリアリ
レート（ｐｏｌｙａｒｙｌａｔｅ）、フッ素化ホリアミド、透明フッ素樹脂、透明アクリ
ル系樹脂など光学的に非活性な高分子やカルバゾール系、アリールアミン系、ペリレン系
、ピロール系　　の電荷輸送能力を持つ高分子、またはスピンコーティングが可能なアリ
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ールアミン、ヒドラゾーン、スチルベン、スターバースト系の低分子物質、カルバゾール
系の低分子が望ましい。カルバゾール系の低分子としては４，４′－Ｎ、Ｎ′－ジカルバ
ゾール－ビフェニル（ＣＢＰ）が一層望ましい。
【００２３】
また、ホスト物質を構成する低分子輸送体としては、カルバゾール系、アリールアミン系
、ヒドラゾーン系、スチルベン系、またはスターバースト系の物質として正孔輸送能力を
低分子やオキザジアゾール系、またはスターバースト系の電子輸送能力を持つ低分子が望
ましい。オキザジアゾール系の低分子では２－（４－ビフェニル）－５－（４－ｔ－ブチ
ル-フェニル）１，３，４－オキザジアゾール（ＰＢＤ）が一層望ましい。
【００２４】
前記低分子輸送体は、ホスト物質全体に対しての質量比として５０％以上、７５％以下で
ある事が望ましい。
【００２５】
また、前記ホスト物質からエネルギーを伝達され発光するドーパント物質としては、燐鉱
ドーパントを使用する。燐鉱ドーパントは一重項だけを利用する蛍光材料とは違い三重項
の利用が可能な燐鉱材料を使用する事によって発光効率は理論上４倍まで増加する事がで
きる。
【００２６】
前記燐鉱ドーパントには、Ｉｒ、Ｐｔ、Ｅｕ、Ｔｂなどの有機金属錯体として低分子及び
高分子を含む。望ましい緑色発光材料の燐鉱ドーパントにはトリス（２－フェニルピリジ
ン）イリジウム（ＩｒＰＰｙ）を使用する。この有機金属錯体は、結合されたリガンド（
ｌｉｇａｎｄ）により発光スペクトルが違い赤色、緑色、青色のデバイス製作が可能であ
る。前記燐鉱ドーパントは混合発光膜に対して質量比として１０％以下を使用する事が望
ましい。
【００２７】
本発明の一つの実施例による発光層は、緑色発光層に対する事だけ説明したがこれに限る
のではなく、赤色発光層及び青色発光層にも使用する事ができる。
【００２８】
以下、本発明の高分子材料を利用して有機電界発光素子を製造する工程は次のようになる
。
【００２９】
ホスト物質と低分子輸送体をそれぞれトルエンに１．０ないし２．０％範囲の濃度で溶か
す。一方、燐鉱ドーパントをジクロロエタン（ＤＣＥ）に０．１ないし０．２％の濃度で
溶かす。各溶液を６０℃の温度で３時間以上十分に攪拌して完全に溶解させた後、各材料
を９０％≦ホスト物質≦９９％、１％≦燐鉱ドーパント≦１０％で混合し、前記ホスト物
質は、２５％≦マトリックス物質≦５０％、５０％≦低分子輸送体≦７５％で混合する。
混合した溶液を常温で１時間以上攪拌した後、この溶液を転写用フィルムの上にスピンコ
ーティングして３０ないし５０nmの厚さの混合膜を製造する。
【００３０】
前処理された透明基板に正孔注入層を６０ないし８０nmでスピンコーティングし、この透
明基板の上に有機膜がコーティングされた転写フィルムを被せレーザーを利用し基板の上
に前記混合膜を転写してパターニングされた発光層を形成する。正孔注入層として通常的
に使用される例をあげると、ＰＥＤＯＴまたはＰＡＮＩと同じ正孔注入層を使用する。
【００３１】
パターニングされた発光層を８０℃の温度で１時間熱処理をした後、この上に正孔抑制層
を５nmの厚さで蒸着し、続けて電子輸送層を５ないし２０nmの厚さで蒸着する。カソード
としてはＬｉＦとＡｌを順に蒸着しガラス基板で袋入りして有機電界発光素子を完成する
。
【００３２】
ここで正孔抑制層としては、ビス－２－メチル－８－キノリノラト、パラ－フェニルフェ
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ノラトアルミニューム（III）（ｂｉｓ－２－ｍｅｔｈｙｌ－８－ｑｕｉｎｏｌｉｎｏｌ
ａｔｏ　ｐａｒａ－ｐｈｅｎｙｌｐｈｅｎｏｌａｔｏ　ａｌｕｍｉｎｕｍ（III）；ＢＡ
ｌｑ）を使用する事が望ましく、電子輸送層としては、通常的に使用される、例えば、ト
リス（８－ヒドロキシキノリン）アルミニューム（III）（Ａｌｑ３）を使用する。
【００３３】
このように製造された本発明の有機電界発光素子の構造は既存の有機電界発光素子構造と
比較すると、転写特性が優秀でパターンを形成する際パターン均一度（ｅｄｇｅｒｏｕｇ
ｈｎｅｓｓ）が５μｍ以下で有機電界発光素子を製造する事ができる。
【００３４】
本発明はレーザー転写法について説明したがこの方法に限られるのではなくスピンコーテ
ィング工程のような従来の工程にも適用可能である。
【００３５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の理解を促すために望ましい実施例を提示する。ただし、下記は本発明の理
解を促すためだけのものであり本発明が下記の実施例に限られるのではない。
【００３６】
実施例１ないし４
本発明による発光層を使用した有機電界発光素子の製造方法は次のようになる。
【００３７】
ホストのマトリックス材料としてポリ（ビニールカルバゾール）（ＰＶＫ、Ｓｉｇｍａ－
Ａｌｄｒｉｃｈ社製造）と低分子正孔輸送材料である４，４′－Ｎ，Ｎ′－ジカルバゾー
ル－ビフェニル（ＣＢＰ，Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏ
ｎ社製造）をそれぞれトルエンに１．０ないし２．０％範囲の濃度で溶かした。燐鉱材料
としてイリジウムを含む有機錯体であるトリス（２－フェニルピリジン）イリジウム（Ｉ
ｒＰＰｙ，Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ社製造）をジ
クロロエタン（DCE，Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ社製造）に０．１ないし０．２％の濃
度で溶かした。各溶液を６０℃温度で３時間以上十分に攪拌し完全に溶解させた後、各材
料を適切な質量比で混合する。混合した溶液を常温で１時間以上攪拌した後、この溶液を
転写用フィルムの上にスピンコーティングして３０ないし５０nmの厚さの混合膜を製造し
た。ＩＴＯ基板は洗浄をした後、15分間UV－O３処理をした後正孔注入層であるＰＥＤＯ
Ｔ／ＰＳＳ（Ｂａｙｅｒ　ＡＧ社製造）を６０ないし８０nmの厚さにスピンコーティング
し、このＩＴＯ基板の上に有機膜がコーティングされた転写フィルムをかぶせレーザーを
利用して基板の上に前記混合膜を転写した。パターニングされた発光層は80℃の温度で1
時間熱処理をした後、この上に正孔抑制層としてビス－２－メチル－８－キノリノラト、
パラ－フェニルフェノラトアルミニューム（III）（ｂｉｓ－２－ｍｅｔｈｙｌ－８－ｑ
ｕｉｎｏｌｉｎｏｌａｔｏ　ｐａｒａ－ｐｈｅｎｙｌｐｈｅｎｏｌａｔｏ　ａｌｕｍｉｎ
ｕｍ（III）；ＢＡｌｑ、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏ
ｎ社製造）を５nmの厚さで蒸着し電子輸送層としてはトリス（８－ヒドロキシキノリン）
アルミニューム（III）（Ａｌｑ３、Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ社製造）を５ないし２
０nmの厚さで蒸着した。
【００３８】
カソードとしてはＬｉＦ1nmとＡｌ３００nmを順に蒸着しガラス基板で袋入りして素子を
完成した。燐鉱へのエネルギー伝達現象はＩｒＰＰｙの質量濃度が３％以上である範囲で
現れた。レーザー転写が可能で効率も満足できるＰＶＫとＣＢＰの質量比率の範囲は　０
．２５≦ＰＶＫ≦０．５，０．５≦ＣＢＰ≦０．７５であり転写されたフィルムのパター
ン均一度（ｅｄｇｅ　ｒｏｕｇｈｎｅｓｓ）は５μｍ以下であった。表１のように最適化
された条件であるＰＶＫ：ＣＢＰ：ＩｒＰＰｙの質量比がそれぞれ１：２：０．１，Ａｌ
ｑ３の厚さが２０nmである時、素子の効率は２４．９Ｃｄ／Ａ（９．２　lm/Ｗ），色座
標は０．２８，０．６３（ＣＩＥ１９３１，８．５Ｖで５００Ｃｄ/ｍ２）であった。
【００３９】
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【表１】

【００４０】
実施例５ないし８
実施例５ないし８は、実施例１ないし４の素子構造と同じで正孔輸送用低分子材料だけオ
キザジアゾール系のＰＢＤを使用したというのが違いである。ホストのマトリックス材料
としてはポリ（ビニールカルバゾール）（ＰＶＫ、Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ社製造）
と低分子正孔輸送材料である２－（４－ビフェニル）－５－（４－ｔ－ブチル-フェニル
）１，３，４－オキザジアゾール（ＰＢＤ、Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ社製造）をそれ
ぞれトルエンに１．０ないし２．０％範囲の濃度で溶かした。燐鉱材料としてはイリジウ
ムを含んだ有機錯体であるトリス（２－フェニルピリジン）イリジウム（ＩｒＰＰｙ，Ｕ
ｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ社製造）をジクロロエタン
（DCE，Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ社製造）に０．１ないし０．２％の濃度で溶かした
。各溶液を６０℃温度で３時間以上十分に攪拌して完全に溶解させた後、各材料を適切な
質量比で混合する。混合した溶液を常温で３時間以上十分に攪拌した後、この溶液を転写
用フィルムの上にスピンコーティングして３０ないし５０nmの厚さの混合膜を製造した。
ＩＴＯ基板は洗浄をした後15分間ＵＶ－O３処理をした後正孔注入層であるＰＥＤＯＴ／
ＰＳＳ（Ｂａｙｅｒ　ＡＧ社製造）を６０ないし８０nmの厚さでコーティングし、このＩ
ＴＯ基板の上に有機膜がコーティングされた転写フィルムをかぶせレーザーを利用して基
板の上に前記混合膜を転写する。パターニングされた発光層は８０℃の温度で1時間熱処
理をした後、その上に正孔抑制層としてビス－２－メチル－８－キノリノラト、パラ－フ
ェニルフェノラトアルミニューム（III）（ｂｉｓ－２－ｍｅｔｈｙｌ－８－ｑｕｉｎｏ
ｌｉｎｏｌａｔｏ　ｐａｒａ－ｐｈｅｎｙｌｐｈｅｎｏｌａｔｏ　ａｌｕｍｉｎｕｍ（II
I）；ＢＡｌｑ、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ社製造
）を５μｍの厚さで蒸着し電子輸送層としてはトリス（８－ヒドロキシキノリン）アルミ
ニューム（III）（Ａｌｑ３、Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ社製造）を５ないし２０nmの
厚さで蒸着した。
【００４１】
カソードとしては、ＬｉＦ1nmとＡｌ300nmを順に蒸着しガラス基板で袋入りし素子を完成
した。燐鉱へのエネルギー伝達現象はＩｒＰＰｙの質量濃度が３％以上である範囲で現れ
た。レーザー転写が可能で効率も満足できるＰＶＫとＰＢＤの質量比率の範囲は０．２５
≦ＰＶＫ≦０．５、０．５≦ＰＢＤ≦０．７５であり転写されたフィルムのパターン均一
度（ｅｄｇｅ　ｒｏｕｇｈｎｅｓｓ）は５μｍ以下であった。表２のように最適化された
条件であるPVK：PBD：ＩｒＰＰｙの質量比が１：１：０．０５、Ａｌｑ３の厚さが２０nm
の時、素子の効率は２２．２Cd／A（８．２lm／W）、色座標は０．２８、０．６３（ＣＩ
Ｅ１９３１，８．５Vで５００Cd／ｍ２）であった。
【００４２】
【表２】



(8) JP 4053929 B2 2008.2.27

10

20

30

【００４３】
図2は、本発明の一つの実施例による有機電界発光層を採用する有機電界発光素子を示す
断面図である。図2で、参照番号１００、２００、３００、及び４００はカソード、発光
層、ホール伝達層及びアノードを意味する。
【００４４】
【発明の効果】
以上説明したように、スピンコーティング方法で製作できる緑色を発光する高分子有機電
界発光素子の場合、効率が最大１０Cd／Aほどであるが、本発明の燐鉱材料を利用した混
合膜でできている素子の場合、同じ輝度条件（５００Cd/ｍ２）で２４．９Cd/Aとして効
率が１００％以上向上され、レーザー転写法によるパターンの均一度（ｅｄｇｅ　ｒｏｕ
ｇｈｎｅｓｓ）も、また５μｍ以下と転写特性が大変優秀であった。
【図面の簡単な説明】
【図１】　レーザーを使用して有機電界発光素子に使用される発光有機膜を転写パターニ
ングする時の転写メカニズムを図示した図面である。
【図２】　本発明の一実施例による有機電界発光素子を示した断面図である。
【符号の説明】
１００　カソード
２００　発光層
３００　ホール伝導層
４００　アノード
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